
一般財団法人桜町会 令和 7 年度事業計画 

                                       

1. 公益目的事業の実施計画 

令和 7年度公益目的事業は、過去の実績に基づき以下のとおりとする。 

各事業予算に不足が生じる場合には事業間流用により対応し、公益目的事業全体に不足が見込 

まれる場合には、補正予算により対応するか否かについて理事会に諮り対応する。 

1) 課外活動・教育文化活動の助成 

課外活動・教育文化活動の助成額は 5,000,000 円とし、5月に申請の受付を行い、審査を経

て 6月より助成金の給付を行う。 

2) 奨学金の給与 

令和 7年度から奨学金制度を生徒にとってより身近で利用しやすい制度として以下の通り 

改善し、募集することとする。 

(1)学業成績の平均を 3.7 から 3.5 に引き下げる(育英奨学金の一部は 3.0) 

(2)利用実績の少ない勉励奨学金を廃止する 

(3)一般奨学金の支給月額を 1万円から 1万 5千円に引き上げる 

(4)育英奨学金をこれまでの「学業成績・将来有為人材たる素質をもつ生徒」の育成から「学業

のみならず学校生活の様々な活動の場面で一生懸命頑張る生徒」を応援する仕組みに改善し、

年間 10 万円を上限に給与する 

奨学金の給与額は総額 1,540,000 円とし、内訳を一般奨学金 1,000,000 円(定員 15 名)、 

特別奨学金 240,000 円(定員 5名)、育英奨学金 300,000 円(定員若干名)とする。 

一般奨学金および育英奨学金は 5月に申請の受付を行い、審査を経て誓約書提出等所定の 

手続き完了次第奨学金の給付を行う。特別奨学金は9月より12月までの間に申請を受け付け、 

審査を経て誓約書提出等所定の手続きが完了した月より奨学金の給付を行う。 

3) 教育に関する講演会・講習会等の開催 

教育に関する講演会・講習会等の開催は、これまで細則にて概ね法人の主催事業として継

続実施していたが、これを改め学校等への支援事業として規定を再整備し、規程、細則に基づ

く支援事業として実施する。また、支援内容も必要経費として需用費を新設し、学校にとって

の利用しやすさに趣を置いた制度とする。助成総額は 600,000 円とし、講演会等謝金を最大

400,000 円、会場・施設費 100,000 円、需用費を 100,000 円とする。5 月より 12 月までの間 

申請を受付け、申請の都度審査し助成する。 

   なお、引き続き法人事業概要資料については資料内容の改善を行い事業募集時に合わせて送

付し事業啓発の促進を図るとともに、特に奨学金の給与事業については、引き続き都立桜町高

等学校を推進モデル校として、同校及び同校ＰＴＡの協力を得て同校生徒とその保護者向けチ

ラシ等の校内掲示及びＰＴＡホームページへの掲載等利用拡大に向けた広報計画を実施する。 

 

2. その他事業の実施計画 

法人所有テニスコートは引き続き東京都と賃貸借契約を締結し、東京都立桜町高等学校への 

供与を継続実施する。 

テニスコートは令和 6年度に大規模改修を実施したが、引き続き利用促進と施設環境の改善に

向けた取り組みを桜町高等学校と連携しながら実施していく。 

 



 

3. 理事及び監事の選任 

令和 7年度は理事、監事の改選の年に当たるため、再任および選任等の選任手続きを行い 5月 

の定時評議員会において選任の決議、理事会において代表理事の選任の決議を経て、必要に応じ 

て登記手続きを行う。 

 

4. 評議員会および理事会 

令和 7 年度の評議員会および理事会スケジュールは、定時評議員会を令和 7 年５月(事業報告

等の承認、理事、監事の選任決議)、定例理事会を令和 7 年 5 月(代表理事の選任決議)および令

和 8年２月(次年度事業計画および収支予算の協議)に開催する。また、理事会の表決書による決

議を令和 7 年 4 月(前年度事業報告・決算等および評議員会開催の承認)、および令和 8 年 3 月

(次年度事業計画および収支予算の承認)に予定する。 

さらに必要の生じた時には、その都度にそれぞれ臨時会を開催する。 

 

5. 令和 7年度収支予算 

添付の「一般財団法人桜町会令和 7年度収支予算」のとおり 

令和 7年度収支予算の執行状況と法人留保財源の状況を勘案しつつ、引き続きテニスコートの 

環境改善のため執行残の一部を特定資産改修積立金への積み立てを行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

科　　　　　　　　　目 令和7年度予算 令和6年度予算 差引額 備　　考
A B A-B

Ⅰ一般正味財産増減の部
　1.経常増減の部
　 1)経常収支
　　　(1)基本財産運用益 13,299,408 13,299,408 0
　　　　　　基本財産受取賃借料 13,297,908 13,297,908 0
　　　　　　基本財産受取利息 1,500 1,500 0
　　　(2)雑収入 250 250 0
　　　　　　普通預金受取利息 150 150 0
　　　　　　特定資産受取利息 100 100 0
返還金 0 0 0
　　経常収益計 13,299,658 13,299,658 0
　 2)経常費用 0
　　　(1)事業費 15,517,630 14,767,630 750,000
　　　　①実施事業等会計 8,749,830 8,749,830 0
　　　　　　課外活動・教育文化活動支払助成金 5,000,000 5,000,000 0
　　　　　　支払奨学金　 一般奨学金 1,000,000 1,000,000 0
　　　　　　　　　　　　　　　特別奨学金 240,000 240,000 0
                              育英奨学金 300,000 100,000 200,000 規程改正で増額

　　　　　　　　　　　　　　　　　勉励奨学金 0 200,000 -200,000 勉励奨学金の廃止

            講演会 450,000 450,000 0
            振込手数料 40,000 40,000 0 前年度実績による

            事業通信運搬費 30,000 30,000 0 前年度実績による

            消耗什器備品費 0 0 0
            消耗品費 21,080 21,080 0
            修繕費 26,350 26,350 0 備品等の修繕

            賃借料 942,400 942,400 0 事務所賃借料

            事務処理費 700,000 700,000 0 事務局人件費～実績

　　　　②施設管理事業等会計 6,767,800 6,017,800 750,000
            テニスコート用地高熱水料費 30,000 30,000 0 散水等を予定

            テニスコート改修費 500,000 0 500,000 樹木f伐採、維持管理

            特定資産テニスコート改修費 0 0 0 科目存置

            租税公課費 6,020,000 5,770,000 250,000 増税分を上乗せ

            賃借料 117,800 117,800 0 事務所賃借料

            事務処理費 100,000 100,000 0 事務局人件費～実績

      (2)管理費 525,370 525,370 0
            会議費 5,000 5,000 0 評議員会・理事会等

            旅費交通費 36,000 36,000 0 評議員・役員等旅費

            一般通信運搬費 110,000 110,000 0 前年度実績による

　　　　　　 振込手数料 2,000 2,000 0 工事・委託費等の振込

            消耗品費 18,920 18,920 0
            事務所光熱水料費 62,000 62,000 0
            賃借料 117,800 117,800 0 事務所賃借料

　　　　　　 備品費 100,000 100,000 0
            修繕費 23,650 23,650 0
            雑費 50,000 50,000 0
       経常費用計 16,043,000 15,293,000 750,000
     当期経常増減額 -2,743,342 -1,993,342 -750,000

0
  2.経常外増減の部 0
   1)経常外収益 0 0 0
   2)経常外費用 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0

0
税引前当期一般正味財産増減額 -2,743,342 -1,993,342 -750,000
法人税等 70,000 70,000 0
当期一般正味財産増減額 -2,813,342 -2,063,342 -750,000
一般正味財期首残高 22,236,415 35,934,742 -13,698,327
一般正味財産期末残高 19,423,073 33,871,400 -14,448,327

0
Ⅱ指定正味財産増減の部 記載事項なし 記載事項なし
Ⅲ正味財産期末残高 19,423,073 33,871,400 -14,448,327

注)令和７年度予算の一般正味財産期首残高は令和６年12月31日現在の一般正味財産の残高である。
     ※講演会事業は、桜町高等学校の活用見込みを期待し引き続き前年度同額の予算とした。

     ※課外活動･教育文化活動支払助成金は年度間のばらつきを考慮し前年度同額の予算とした。

     ※テニスコートの修繕費は、施設内樹木の伐採計画を想定。

   ※租税公課費は前年度増額分を予算計上する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(令和7年4月1日より令和8年3月31日まで)　　　　　　　　　　　　　　　(単位 : 円)

一般財団法人桜町会　令和７年度収支予算

注)予算の枠組(案分等)みは、東京都への提出の公益目的支出計画に基づき作成している。
注）令和６年度予算は、当初予算で表記している。

     ※支払奨学金は、近年利用率が減少しているが制度改善を期待し前年度同額とした。


